
規 則

�愛媛県規則第３５号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第１条 県の徴収金の賦課徴収について、次の左欄に掲げる書類の

様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

（書類の様式）

第１条 県の徴収金の賦課徴収について、次の左欄に掲げる書類の

様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

書類の種類 様式 書類の種類 様式

�～� 省略 �～� 省略

� 県税及び地方法人特別税に係る更正又は決定及

び加算金額の決定の通知書並びに納額告知書

省略 � 県税 に係る更正又は決定及

び加算金額の決定の通知書並びに納額告知書

省略

�～� 省略 �～� 省略

第８号様式（第１条関係）

（過誤納金等充当等通知書）

第８号様式（第１条関係）

（過誤納金等充当通知書）

省略 省略

省略

下記のとおり過誤納金等の充当（地方法人特別税等に関す

る暫定措置法（平成２０年法律第２５号）第１６条第２項及び第３

項の規定による委託納付を含みます。）をしましたから通知

します。

省略

省略

下記のとおり過誤納金等を充当しました

から通知

します。

省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

発 行 愛 媛 県
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第２条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を次のように改正する。

第１号様式１備考２、同様式２備考２、同様式４備考２、同様式５備考、第１０号様式２備考３、同様式３備考２、同様式４備考２及び

同様式５備考２中「公定歩合」を「日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引

率」に改める。

第１０号様式１を次のように改める。
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第１０号様式（第１条関係）

１ （通知書兼不足税額等納額告知書）県民税（法人等分）、事業税（法人分）、地方法人特別税に係る分

（表）

通 知 書 兼 不 足 税 額 等 納 額 告 知 書

所在地 平成 年 月 日
様

愛媛県 地方局長�

年 月 日から
事業税

の事業年度分（連結事業年度分）県民税 について課税標準額等を次のとおり更正・決定しましたから通知します。
年 月 日まで

地方法人特別税

事 業 税 県 民 税

区 分 課税標準額 税率� �
�１００� 税額 区 分 課税標準額等 税率� �

�１００� 税額

更

正

・

決

定

額

所

得

割

所 得 金 額 総 額 円

更

正

・

決

定

額

課税標準となる法人税額又は
個別帰属法人税額の総額

円

年４００万 円 以 下 の 金 額 円 法 人 税 割 円
年４００万円を超え年８００万円以下の
金額（年４００万円を超える金額） 税

額
控
除

外 国 税 額 控 除 額

年８００万 円 を 超 え る 金 額 仮装経理に基づく控除額
小 計 利 子 割 額 の 控 除 額

軽減税率不適用法人の金額 既還付請求利子割額が過大で
ある場合の納付額

付加
価値
割

付 加 価 値 額 総 額 均 等 割 月 年
円

付 加 価 値 額 計
資
本
割

資 本 金 等 の 額 総 額 申
告
又
は
修
正
申
告
済
額

法 人 税 割 円 円

資 本 金 等 の 額 税
額
控
除

外 国 税 額 控 除 額
収
入
割

収 入 金 額 総 額 仮装経理に基づく控除額

収 入 金 額 利 子 割 額 の 控 除 額

小 計 均 等 割 月 年
円

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 計
合 計 差 引 不 足 税 額 円

申 告 又 は 修 正 申 告 済 額 円

利
子
割
額
等

区 分 更正・決定額 申告又は修正申告済額

内
訳

所 得 割 円 付加価値割 円 利 子 割 額 円 円
資 本 割 収 入 割 控 除 し た 額

差 引 不 足 税 額 円
控 除 し き れ な か つ た 額

内
訳

所 得 割 円 付加価値割 円
資 本 割 収 入 割 差 引 還 付 す べ き 額

地 方 法 人 特 別 税
延 滞 金 の 控 除 期 間

区 分 課税標準額 税率� �
�１００� 税額

更
正
・
決
定
額

基 準 法 人 所 得 割 額 円 円 事 業 税 及 び
地方法人特別税 年 月 日から 年 月 日まで

基 準 法 人 収 入 割 額 県 民 税 年 月 日から 年 月 日まで

小 計
不足税額及び加算金額に延滞金を加算して 年 月 日までに納付
してください。なお、事業税及び地方法人特別税に係る延滞金の計算につ
いては、事業税及び地方法人特別税の合算額によつて行つてください。ま
た、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるものについて、 年
月 日から納付の日までの期間（事業税及び地方法人特別税のうち 円
並びに県民税のうち 円については、上記延滞金の控除期間を除く。）
の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未満の端数は、切り捨てる。）に対
し年１４．６パーセント（ 年 月 日から 年 月 日までの期間
については年 パーセント、 年 月 日から 年 月 日まで
の期間については年 パーセント）の割合で計算してください。計算して
得た額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満である場合
は、これを切り捨ててください。

仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額

合 計

申 告 又 は 修 正 申 告 済 額

内訳 所 得 割 円 収 入 割 円

差 引 不 足 税 額

内訳 所 得 割 円 収 入 割 円

事 業 税 及 び 地 方 法 人 特 別 税 に 係 る 加 算 金

区 分 基 準 額 乗率� �
�１００� 金額

円 円

過 少 ・ 不 申 告 加 算 金
計

重 加 算 金
適 用 条 項

過 少 ・ 不 申 告 加 算 金
重 加 算 金

愛 媛 県 報平成２１年４月１０日 第２０５５号
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（裏）

納 付 の 場 所

・指定金融機関

・指定代理金融機関

・収納代理金融機関

・県が収納の事務を委託した者

・地方局

注 意

１ この更正、決定又は納額告知について不服があるときは、この通知及び告知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に愛媛県知事に審査請求を
することができます。
２ この更正、決定又は納額告知の取消しの訴えは、１の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月
以内に愛媛県を被告として（愛媛県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当
するときは、当該裁決を経ないで更正、決定又は納額告知の取消しの訴えを提起することができます。
ア 審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

備考１ 「
年 月 日から

の事業年度分（連結事業年度分）」とあるのは、清算所得分にあつては、「清算所得分」と記載すること。
年 月 日まで

２ 年１４．６パーセントの割合となる場合を除き、延滞金の割合の変更が２回以上ある場合は、「 年 月 日から 年 月 日までの期間については年 パ
ーセント、 年 月 日から 年 月 日までの期間については年 パーセント」の下に「、 年 月 日から 年 月 日までの期間に
ついては年 パーセント」を適宜追加して記載すること。

３ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「年 パーセ
ント）」とあるのは、「年 パーセント（当該期間のうち、 年１月１日以後の期間については、年７．３パーセントと 年１１月３０日を経過する時における日本銀行法
（平成９年法律８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合（当該割合に０．１パーセント未満の端
数があるときは、これを切り捨てる。）のうちいずれか低い割合））」と記載すること。

４ 「納付の場所」欄の「指定金融機関」欄、「指定代理金融機関」欄、「収納代理金融機関」欄及び「県が収納の事務を委託した者」欄は、それぞれ該当する金融機関、
取り扱う店舗及び県が収納の事務を委託した者を記載すること。

５ 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成２１年４月１０日 第２０５５号
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告 示

�愛媛県告示第５０７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

浅川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を策定した。

その関係図書を愛媛県庁及び東予地方局今治土木事務所に備え置

いて縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５０８号
西条市三芳土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（農業用用排水施設整備事業・六反地下地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項

において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・六反地下地

区）計画書の写し

� 西条市三芳土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から２１年５月１４日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第５０９号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（ほ場整備事業・井内

上地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦

覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ほ場整備事業・井内上地区）変更計画書

の写し

� 東温市農地、農業用施設災害復旧事業及び土地改良事業分担

金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第５１０号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・井内上地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第

９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・井内上地区）

変更計画書の写し

� 東温市農地、農業用施設災害復旧事業及び土地改良事業分担

金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

東温市役所川内支所

�������
�愛媛県告示第５１１号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

高山地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・高山地区）変更計画書の

写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場本庁

（愛媛県資源循環促進税条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県資源循環促進税条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第６４号）の一部を次のように改正する。

様式第１１号（その１）注３中「公定歩合」を「日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手

形の基準割引率」に改める。

（愛媛県核燃料税条例施行規則の一部改正）

第４条 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成２１年愛媛県規則第３号）の一部を次のように改正する。

様式第２号その１備考中「公定歩合」を「日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の

基準割引率」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２１年４月１０日 第２０５５号

４０５



�愛媛県告示第５１２号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・高山地区）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条

第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとお

り関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・高山地区）

変更計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場本庁

�������
�愛媛県告示第５１３号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農用地保全事業・神

浦地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農用地保全事業・神浦地区）計画書の写

し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�������
�愛媛県告示第５１４号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・神浦地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・神浦地区）

計画書の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�愛媛県告示第５１５号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備事業・

睦月地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用道路整備事業・睦月地区）計画書

の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�������
�愛媛県告示第５１６号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・睦月地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・睦月地区）

計画書の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所中島支所

�������
�愛媛県告示第５１７号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農用地保全事業・宮

ノ佐古地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農用地保全事業・宮ノ佐古地区）計画書

の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

愛 媛 県 報平成２１年４月１０日 第２０５５号

４０６
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�愛媛県告示第５１８号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・宮ノ佐古地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成２１年４月１０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・宮ノ佐古地

区）計画書の写し

� 松山市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成２１年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�愛媛県告示第５１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２１年４月１０日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

就 任

�������
�愛媛県告示第５２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年４月１０日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第５２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 氣 吉 一 西予市宇和町田野中４８１番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島１９７６番地先から

同市日振島９０４番地先まで

旧 ０．３～ ２．０ ２．１０３

新
０．３～１１４．７
４．７～１８．７
１１．５～１１４．７
８．３～２０．８

２．１０３
０．０９９
０．１３４
０．０９４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島７７０番１から

同市日振島７０２番１まで

旧 ２．０～１２．０ ０．４７８

新 ４．０～６９．５ ０．４７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島７７０番１から

同市日振島７０２番１まで
平成２１年４月１０日

愛 媛 県 報平成２１年４月１０日 第２０５５号

４０７



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第５２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美砂子郡線
宇和島市戸島２５６８番から

同市戸島９０３番まで

旧 ６．６～１０．５ ０．０７３

新 ８．７～１５．７ ０．０７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美砂子郡線
宇和島市戸島２５６８番から

同市戸島９０３番まで
平成２１年４月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美砂子郡線
宇和島市戸島６２５番１から

同市戸島６１１番地先まで

旧 ９．２～２１．５ ０．０９２

新 ９．２～２１．５ ０．０９２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美砂子郡線
宇和島市戸島６２５番１から

同市戸島６１１番地先まで
平成２１年４月１０日

愛 媛 県 報平成２１年４月１０日 第２０５５号

４０８
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県総合科学博物館プラネタリウム投影機器更新業務の委

託

� 委託業務名及び数量

愛媛県総合科学博物館プラネタリウム投影機器更新業務一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

契約日から平成２２年３月１９日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県新居浜市大生院２１３３番地の２

愛媛県総合科学博物館 プラネタリウム棟

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２１年度及

び平成２２年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務を委託期間内に確実に履行できる体制が整備されて

いることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加停止の期間中にない

者であること。

� 平成１５年４月１日から平成２０年３月３１日までの５年間におい

て、国、地方公共団体又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項に規定する指定管理者とこの公告に示した

委託業務と同程度の業務に係る契約を締結し、履行した実績を

有する者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県教育委員会事務局管理部生涯学習課生涯学習推進係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９３１

� 入札書の受領期限

平成２１年５月２１日（木） 午後１時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２１年５月２１日（木） 午後１時

愛媛県庁第一別館１０階教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

委託業務を委託期間内に確実に履行できることを証明する書類

を、入札書の提出に先立って提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

�愛媛県告示第５２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年４月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９７０番１から

同市多田甲１４３０番５まで

旧 ５．０～８．７ ０．３００

新 ５．０～２３．５ ０．３００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９７０番１から

同市多田甲１４３０番５まで
平成２１年４月１０日
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求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を期間内に確実に遂行できると知事が

判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基

づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Replacement of Planetarium Projection Instruments and

Related Services for Ehime Prefectural Science Museum，

１ set

� Time limit of tender：１：００ p．m．，２１May２００９

� For further information，please contact： Lifelong Learning

Division，Administration Department，Ehime Prefectural Board

of Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

平成２１年４月１０日 発行
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